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５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

 

［１］都市福利施設の整備の必要性 

〔現状分析〕 

・本市の中心部には、県庁、市役所、商工会議所、地方・家庭裁判所、検察庁、県警察本

部など、松山市及び愛媛県を統括する官公庁が集中的に立地している。 

・教育施設は、中心市街地区域内と隣接地を合わせると城北のエリアを中心に、小学校 11

か所、中学校 6か所、高校 10か所、専門学校 13か所、大学 2か所、特別支援学校 1か

所が立地しており、中心市街地に若者の活気を与える要因となっているほか、公・民・

学連携のまちづくり（地域において、市民と行政、企業、大学などが連携して行うまち

づくり）の素地が形成されている。 

・文化施設は、県民文化会館、市民会館、県美術館、県立図書館、市中央図書館、男女共

同参画センター等が立地しており、基幹となる文化施設が集積し、保健福祉施設は、県

民文化会館周辺の県施設や松山市総合福祉センターが立地している。 

・医療施設は、基幹病院である松山市民病院、県立中央病院、松山赤十字病院を始め病院、

診療所が多数立地している。第２期計画では県立中央病院が建替えられ、松山赤十字病

院は第２期計画に引き続き建替え工事が進められている。 

・中心市街地内の都市福利施設は、更新がある程度進んでいるものの老朽化対策が必要な

建物も存在する。 

・中央商店街の来街者の中心市街地に対する満足度は、子育てに関する項目が低かった。 

 

〔事業の必要性〕 

・老朽化対策や耐震性の確保が必要な病院や公民館などの都市福利施設の更新を行う必要

がある。 

・商店街に来た子ども連れ世帯の利便性の向上と商店街の活性化を図るため、子育て機能

の充実が必要である。 

 

〔フォローアップ〕 

基本計画に位置づけられた事業について、毎年、事業の進捗状況を調査し、各事業主体と

十分協議した上で進捗管理を行うとともに、中心市街地活性化に対する効果を検討し、必要

に応じて事業の見直しや改善を図ることとする。 
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［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

該当なし 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

該当なし 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

まちなか子育て・

市民交流事業／商

店街保育事業 

 

【内容】 

商店街の空き店舗

を活用した小規模

保育・託児・子育て

相談事業の実施及

び多目的トイレ・

休憩スペースの設

置等 

 

【実施時期】 

H23～R4 

松山市 小規模保育・託児・子育て相談事

業の実施により、利用ニーズの高

い 3 歳未満児の保育の受け皿の拡

充や商店街に来た子ども連れ世帯

の利便性の向上と商店街の活性化

を図る。 

また多目的トイレ・休憩スペー

スを設置するなど、多様な世代の

来街者が気軽に利用することがで

きる環境を併せて整備することに

より、まちなかの回遊性の向上に

資するとともに、商店街の賑わい

等を創出し、中心市街地の活性化

を図る。 

この事業は「来街者の回遊性向

上による賑わい創出」、「高質で豊

かな居住環境の形成によるコンパ

クトシティの推進」を目標とする

中心市街地の活性化に必要であ

る。 

【支援措置】 

子どものための

教育・保育給付

交付金 

 

【実施時期】 

H24～R4 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

番町公民館耐震改

築事業 

 

【内容】 

番町公民館の改築 

 

【実施時期】 

R2～R4 

松山市 公民館は地域の学習拠点や住民

に身近なコミュニティ施設として

重要な施設であることはもとよ

り、災害時の避難所として指定さ

れている。 

耐震診断の結果、必要な耐震性

能を満たしていない公民館を改築

し耐震性能を確保することで、防

災性の向上が期待され、「高質で豊

かな居住環境の形成によるコンパ

クトシティの推進」を目標とする

中心市街地の活性化に必要であ

る。 

【支援措置】 

緊急防災・減災

事業債 

 

【実施時期】 

R2～R4 

 

【事業名】 

松山赤十字病院整

備事業 

 

【内容】 

松山赤十字病院の

建替 

・構造 鉄骨造 

・規模 地下 1階 

地上 10階 

・免震構造 

・延床面積 

約 55,000㎡ 

 

【実施時期】 

H26～R3 

松山赤

十字病

院 

中心市街地の北部に立地する松

山赤十字病院（文京町 1番地）にお

いて、機能更新を含む建て替え事

業を進めている。 

地域住民に安全で良質な医療を

提供する。 

この事業は「高質で豊かな居住

環境の形成によるコンパクトシテ

ィの推進」を目標とする中心市街

地の活性化に必要である。 

【支援措置】 

医療提供体制施

設整備交付金 

 

【実施時期】 

H27～R3 
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（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施主

体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の 

支援措置の 

名称及び 

実施時期 

その

他の

事項 

【事業名】 

総合コミュニティ

センター建物改修

事業 

 

【内容】 

複合施設である松

山市総合コミュニ

ティセンターの施

設及び設備等の更

新、改修整備等 

○施設概要 

・コミュニティプ

ラザ 

・研修会議室 

・文化ホール 

・中央図書館 

・こども館 

・コスモシアター 

・企画展示ホール 

・体育館 

・温水プール 

 

【実施時期】 

R2～R7 

松山市  築後 30年を迎え老朽化が進んで

いることから、計画的に施設及び

設備等の更新・改修整備を行い、市

民に幅広く利用される総合コミュ

ニティセンターの機能を維持し、

教育文化の振興及び健康の増進を

図る。 

この事業は「高質で豊かな居住

環境の形成によるコンパクトシテ

ィの推進」を目標とする中心市街

地の活性化に寄与する事業であ

る。 

 

 

 

 

  


